
 

平成１９年度林材業ゼロ災推進中央協議会 

「木材・木製品部会」事業計画（案） 

 

 

 

 

１．基本方針 

 木材・木製品製造業の労災保険料率は、平成１８年４月より、千分の１８と３ポイ

ント引下げが実現した。 

   しかし、木材・木製品製造業を取り巻く経営環境は、安定供給、コストダウン、品

質・性能の向上等の要請など、構造的な問題に起因した非常に厳しい状況が続いてお

り、活力回復に向けて解決すべき重要課題が山積している。 

このような中で木材・木製品製造業の労働災害による死亡者及び死傷者数は、減少

傾向となっている。 

   一方、安全で快適な職場環境の形成は、魅力ある産業として位置づけられる上で最

低限必要な要素であるが、木材・木製品製造業の労災保険料率は製造業の中ではワー

スト３にランクされている。引き続き、災害ゼロを目標に強力に取組むため、次の事

項を基本に推進することとする。 

① 平成７年３月２８日の本協議会臨時総会において決定された「林材業ゼロ災運

動の推進」の趣旨に基づく諸対策の着実な推進を基本とする。 

② 併せて厚生労働大臣が策定公表した「第１０次労働災害防止計画」（平成１５

年度～１９年度）及び平成１０年度に改定された「木材加工用機械災害防止総合

対策」等に定められた諸対策の徹底を図る。 

③ これまで加盟団体が一致協力して労働災害の防止と労災保険の収支改善に取り

組んできた成果を踏まえ、２．の改善目標の実現に向けた重点事項の励行・定着

に努めるものとする。 

 

２．改善目標 

① 死亡災害については、絶滅を基本として大幅な減少に努める。 

② 死傷者数については、前年比５％以上の減少を目標とする。 

③ 収支率については、収支均衡の達成に努める。 

 

３．重点事項 

 （１）収支改善に係る事項 

ア、労災保険料の適正な申告・納付の推進 

① ブロック別林材業ゼロ災推進会議の実施 

② 労災保険制度の周知・徹底及び講習会の開催 

   ③ 末端事業場までの指導啓発の徹底 

 イ、木材・木製品製造業の経営体質の強化 

  ① 近代的経営感覚を養うための研修会への参加の呼びかけ 

② 企業としての経営体質及び安全意識を強化するための図書等の配布･斡旋･紹介 

 

（２）災害防止に係る事項 

 ア、中央段階における災防活動の強化 

  ① 木材・木製品部会の体制整備と部会活動の強化 

・林材業リスクアセスメントの末端事業場までの普及推進 

・林材業リスクアセスメント推進用のパンフレット・報告書の配布及びＤＶＤ、
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ビデオの活用 

・林材業ゼロ災運動（ブロック別林材業ゼロ災推進会議の実施、林材業ゼロ災の

集いの開催、林材業ゼロ災推進指導員の養成・配置、林材業ゼロ災推進指導員

による現場指導の実施等）の周知徹底 

   ・地方協議会の代表者・事務局責任者の全国会議の開催 

   ・部会の定期開催及び部会報の発行・配布 

・死亡災害実態調査の取りまとめ及びこれに基づく安全対策の策定・指導 

・「ゼロ災」に関するポスター、リーフレット、ワッペン、ステッカー等の作成・

配布及びビデオ、ＤＶＤの活用 

・木材ゼロ災Ｗｅｂの充実により、林材業ゼロ災運動、労働災害防止対策、労災

保険収支改善対策の推進 

  ② 部会構成団体における災防活動の強化徹底 

   ・「林材業ゼロ災運動」、「林材業リスクアセスメント活動」及び災害防止対策

の末端事業場までの周知徹底 

   ・業種別の改善目標の設定と指導啓発活動の充実強化 

  ③ 木材加工用機械の安全性能の向上及び作業手順の整備 
 

 イ、地方段階における災防活動の活性化 

① 各地方協議会の木材・木製品部会活動の活性化と「林材業ゼロ災運動」、「林

材業リスクアセスメント活動」を中心とした実践的な災防活動の推進（ブロッ

ク別林材業ゼロ災推進会議等の開催・参加） 

② 「林材業労働災害防止強化月間」の実施（７月） 

③ 地区における安全活動の活性化 

④ 末端事業場までのゼロ災運動、リスクアセスメント活動の普及促進 

⑤ 事業場の安全衛生管理体制の点検と安全意識の高揚 

⑥ 死亡災害の実態調査とその報告 

⑦ 零細事業所に対する安全指導の強化 
 

 ウ、当面の災害防止重点事項の設定とその指導の徹底 

① ゼロ災及びリスクアセスメント推進体制の確立 

② 木材加工用機械の安全化の促進及び点検整備の励行 

③ 木材加工用機械作業に係る安全な作業方法の徹底 

④ 木材加工用機械の安全装置の設置及びその有効保持の徹底 

⑤ 災害防止重点作業（自動送材車付き帯のこ盤、テーブル丸のこ盤、ギャングリ

ッパ等の木材加工機械作業及びフォークリフト等による荷役作業、トラック運

搬による作業等）における安全教育の徹底 

⑥ 塗装、接着作業等における局所排気装置等の設置の徹底 

⑦ 上記作業における点検等の非定常作業における安全対策の徹底 

⑧ 作業主任者の適正な配置及び職務の励行 

⑨ シックハウス症候群に関連した化学物質の濃度低減対策の促進 

⑩ 毎朝のミーティングの励行と的確な作業指示 

⑪ 服装、機械・設備の始業点検の励行 

⑫ 職場の実態に即した「危険予知（Ｋ・Ｙ）」と「指差し呼称の励行」 

⑬ ゼロ災ワッペン等の着用 

⑭ ポスター、パンフレット、ビデオ等の活用による具体的・効果的な災防教育の

実施 
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《付記事項》 

  木材・木製品製造業の労災保険収支率は、平成３年度の８６．５％から、年々上

昇傾向で推移し、平成１６年度は労災保険収納済額が１１１億円、支出が１７２億

円と６１億円の赤字となったことから、収支率は１５５．６％と前年度の１５４．

５％より悪化し、依然として危機的な水準となっている。もっとも、木材木製品の

労災保険収入は平成９年度までは２００億円を上回っていたので、収支改善には、

ゼロ災の推進に加え、経営改善及び労災保険の納付率の向上を図ることが重要であ

る。 

労働災害保険の料率についても千分の１８と依然として製造業の中ではワース

ト３にランクされ、製造業で最も低い業種の千分の４．５に対し、４倍の料率とな

っており、危険な業種の実態にある。死亡災害が１人発生すると、労災保険の会計

から約６千万円が支出され、保険収支に大きく影響する。 

木材木製品製造業の労災保険料率は、本部会の活動が評価され、昭和５６～平成

６年度の千分の２６から、 

平成７～９年度 千分の２４〔２ポイント引下げ（年間15.2億円の負担軽減）〕 

平成10～14年度 千分の２３〔１ポイント引下げ（年間7.6億円の負担軽減）〕 

平成15～17年度 千分の２１〔２ポイント引下げ（年間12.1億円の負担軽減）〕 

平成18～20年度 千分の１８〔３ポイント引下げ（年間15.8億円の負担軽減）〕 

 

となっている。 

しかし、逆にいえば、保険収入がその分減少するので、収支率は悪化する。事実、

平成１４年度以降の収支率は、１３０％を上回る水準にあり、平成１８年度の収支

は保険料率が引き下げられたことからさらに大きく悪化することが予想され、極め

て憂慮される。 

ゼロ災を実現させれば当然、保険料率が大幅に引き下げられ、個別事業所の負担

が軽減されることになるので、木材・木製品製造業の労働災害防止の観点から、木

材・木製品製造業界が一致団結してゼロ災運動・収支改善対策の推進等、抜本的な

改善を図り、魅力のある産業としていくことが重要である。 

このようなことから、今年度の林材業ゼロ災運動・リスクアセスメント活動、労

働災害防止対策、労災保険収支改善対策は、末端事業場まで含め、気を引き締めた

災防活動を強力に実施することが極めて重要である。 

平成１９年度の事業活動は、次回の労災保険料率改定算定の上でもキーポイント

になるので、ゼロ災運動、リスクアセスメント活動にこれまで以上に全力をあげて、

真剣に取組むことが極めて重要である。 
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